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特許法条約への加入等を目的とした
特許法等の法令改正について

参考資料２－１



現
行

改
正
特
許
法
施
行
後

１．特許出願日の認定と補完手続 （特許法第３８条の２）

手続補完書の提出日を出願日として認定する

出願日は認定されない

補完することができる旨の通知

手続補完書の提出
例：明細書を提出

願書の提出日を出願日とする

出願却下

①出願の種別が不明

②出願人を特定できる記載がない

③日本語で記載されていない（外国語書面出願を除く）

④明細書及び特許請求の範囲の添付がない

出願日を認定する①から③までのいずれにも該当しない場合

①特許を受けようとする旨の表示がない

②出願人を特定できる記載がない

③明細書であると外見上認められるものの添付がない

※通知から２月以内
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①から④までのいずれにも該当しない場合

①から④までのいずれかに該当する場合

①から③までのいずれかに該当する場合

例：明細書と外見上認められるものの添付がない

※改正特許法等施行後の内容には、省令（現在準備中）で定める事項が含まれている。
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２．先願参照出願 （特許法第３８条の３）

先の特許出願（外国においてしたもの含む）

４月以内
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※ 願書に、先の特許出願の出願番号等を記載

特許出願 （明細書及び図面の添付なし）

明細書及び図面の提出

先の特許出願が外国語の場合は、
その翻訳文も提出

原則、願書の提出日を出願日とする

※明細書及び図面（補正があった場合は補正後のもの）の記載が、
先の特許出願の明細書、特許請求の範囲又は図面の記載の範
囲内にない場合は、明細書及び図面の提出日を出願日とする

＜

先の特許出願

（範囲内にない場合）

明細書及び図面

出願日は、
明細書及び図面の提出日

※改正特許法等施行後の内容には、省令（現在準備中）で定める事項が含まれている。
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３．明細書又は図面の欠落の補完 （特許法第３８条の４）

特許出願した日を出願日と認定する

欠落を補完することができる旨の通知

原則、明細書等補完書の提出日を出願日として認定する

※ 補完された欠落部分は、明細書及び図面の一部を構成する

特許出願

※明細書又は図面の一部が欠けている

願書

明細書

請求の範囲

図面

要約書

明細書又は図面の一部が欠けていることを発見
例：明細書の第３頁が抜けている

例：明細書等補完書を提出
※通知から２月以内（注）

補完書の提出がない場合

※ 欠落部分は、明細書及び図面の一部を構成しない

※改正特許法等施行後の内容には、省令（現在準備中）で定める事項が含まれている。

（注）特許出願した日から２月以内は、通知がなくても、
出願願人が自発的に欠落を補完することもできる。
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４．明細書の言語（外国語書面出願） （特許法施行規則第２５条の４）

現行

改正特許法
施行規則
施行後

外国語書面の言語は英語のみ

外国語書面の言語は問わない

※改正特許法等施行後の内容には、省令（現在準備中）で定める事項が含まれている。 5
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５－１．指定期間満了前の期間延長請求（拒絶理由通知関係） （特許法第５条）

国内在住者：１月延長
在外者：１月単位で３月まで延長

拒絶理由通知

指定期間
国内在住者：６０日、在外者：３月

期間延長請求書

〔出願人〕

合理的な理由が必要

〔出願人〕

国内在住者：２月延長
在外者：２月（２回の請求により合計で３月）延長

拒絶理由通知

意見書〔審査官〕

〔審査官〕

理由1.：拒絶理由通知書で示された引用文献に記載された発明との対比実験を行うとの理由
理由2.：拒絶理由通知書や意見書・手続補正書等の手続書類の翻訳を行うとの理由

※審判（前置審査中を含む。）及び特許異議の申立てに係る指定期間に
ついての期間満了前の延長請求の取り扱いは現行と同じ。

〔出願人〕

※在外者は３回まで請求可能

※在外者は２回まで請求可能

期間延長請求書

指定期間
国内在住者：６０日、在外者：３月

補正書

※改正特許法等施行後の内容には、省令（現在準備中）で定める事項が含まれている。

理由は不要

〔出願人〕

意見書 補正書
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５－２．指定期間経過後の期間延長請求（拒絶理由通知関係） （特許法第５条）

延長請求可能期間＝２月

拒絶理由通知

期間延長請求書
（期間徒過）

〔出願人〕

期間内に応答・延長請求なし

•延長の理由は不要
•期間満了前に延長され
ている場合は期間経過
後の延長請求は不可

〔審査官〕

※審判（前置審査中を含む。）及び特許異議の申立てに係る指定期間に
ついては、期間経過後の延長請求の対象外。

指定期間
国内在住者：６０日、在外者：３月

意見書 補正書

国内在住者及び在外者ともに
１回の請求により２月延長

※改正特許法等施行後の内容には、省令（現在準備中）で定める事項が含まれている。

※国内在住者及び在外者ともに
１回まで請求可能
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外国語書面出願

提出が無い旨の通知
翻訳文

〔出願人〕 〔出願人〕

期間内に翻訳文の提出なし

出願から１年４月 通知から２月

外国語書面出願

〔出願人〕

期間内に翻訳文の提出なし

出願から１年２月

期間経過後の提出はできない
※出願が取り下げられたものとみなす

優先権証明書の提出（特許法第４３条）についても同様の措置を行う。

６．要件不備に対する通知（外国語書面の翻訳文の提出） （特許法第３６条の２）

※改正特許法等施行後の内容には、省令（現在準備中）で定める事項が含まれている。 8


